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改善報告書 

 

大学名称  宮城学院女子大学  （大学評価実施年度 平成 30 年度） 

 

1．大学評価後の改善に向けた全般的な取り組み状況 

 宮城学院女子大学に対する大学評価（認証評価）結果を受けて，大学評価結果に付され

た「提言」のうち，「是正勧告」および「改善課題」を重く受け止め，2019 年 6 月 19 日

の「学長連絡会議」において「提言」内容の確認を行い，学長より当該部局に対して改善

計画および方針を 2019年 7月末日まで示すよう指示を行った（資料 1-1）。当該部局より

示された改善計画および方針について，2019年 9月 10日の「学長連絡会議」において改

善計画および方針の妥当性について確認を行い，改善に向けた取り組みの実施を指示し

た（資料 1-2）。 

その一方で，学部学科編成の検討を主とした，学長を委員長とし，学部長等を構成員と

した「大学改革検討委員会」を 2018 年 10 月に立ち上げており，「基準 5 学生の受け入

れ」において「是正勧告」を受けた人間文化学科および音楽科については，上述の部局の

ほかこの「大学改革検討委員会」においても全学的視点から審議した（資料 1-3）。人間

文化学科においては，カリキュラムにおいても課題があると考え，学長がカリキュラム改

訂を指示し，2019年度に改訂を実施した。また，「基準 4 教育課程・学習成果」におい

て「改善課題」を受けた「学部・学科の学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

について，「学生受け入れの方針」も含めた抜本的な見直しが必要であるとの認識が 2019

年 11月の「大学改革検討委員会」で示されたことにより，学長は「学長戦略室」にこれ

を取りまとめるよう指示した（資料 1-4）。 

また，「改善課題」として指摘された人文科学研究科修士課程における在籍学生数比率

については，2019 年度に研究科長，専攻主任を構成員とした「人文科学研究科改革委員

会」を発足させ，改革事項の検討に着手した。「人文科学研究科改革委員会」は 3回開催

（2019 年 4 月 22 日・2019 年 5月 10 日・2019 年 7月 25日）し，その後は委員会機能を

「人文科学研究科専攻主任委員会」に引き継いだ（資料 1-5・1-6・1-7）。 

各部局が改善に着手する頃，2020 年 4 月 1 日施行の改正私立学校法（第 45 条の 2 関

係）により学校法人が設置する大学は認証評価を踏まえた事業に関する中期的な計画を

作成することが義務付けられたことを受けて，学校法人より 2019年度内に大学部門の中

期計画（2020年度～2024年度）を作成・提出することが求められた。そのため，2019年

10月に学長より各部局に対し，「是正勧告」および「改善課題」を含む本学の課題の洗い

出しを指示し，中期計画（2020年度～2024年度）を策定した（資料 1-8）。このように，

「是正勧告」および「改善課題」については，本学の抱える課題の一環として中期計画に

組み込むことにより，組織的に改善を図る体制を構築した。 

2020年 7月には，「是正勧告」を受けた「基準 2 内部質保証」への改善として，「自己

点検運営委員会」を「三役会議」と「学長戦略室」の構成員で構成することを骨子とする

新たな体制がまとまった（資料 1-9）。そこで「是正勧告」および「改善課題」を含む大

学の運営に関する 2019 年度の各部局の取り組みについて点検・評価を行い，2020 年 12
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月の「教授会」にてこれを報告した（資料 1-10）。 

その後，2020 年度には学校法人としての中期計画をあらためて 2021 年度～2025 年度

として作成することとなったため，学長は「学長戦略室」や各部局との調整を経て，大学

として新たに「大学中期計画（2021年度～2025年度）」を策定した（資料 1-11）。 

2021 年 4 月，「自己点検運営委員会」は 2020 年度の全学の取り組みを点検・評価する

なか，「是正勧告」および「改善課題」に対する改善報告書のチェックを併せて行った。

各部局に対し，「改善報告書」の提出を定期的に求め，「自己点検運営委員会」において，

各部局の進捗状況の確認を行った（2021年 4月 8日・2021年 5月 13日・2021年 11月 16

日・2022年 2月 1日・2022年 5月 13日・2022年 6月 7日）。これを受けて，改善が十分

でない項目については，当該部局に対してさらなる改善計画の実施と報告を求めた（資料

1-12・1-13・1-14・1-15・1-16・1-17）。 

以上のように，本学は 2019年度以来，「是正勧告」および「改善課題」の改善に取り組

むなかで，2020 年度には新たな「自己点検運営委員会」と中期計画を骨子とする「内部

質保証」体制を構築し，そこにおいては大学基準協会からの「是正勧告」および「改善課

題」をすべて中期計画の一環として位置づけることにより，全学的課題として改善に取り

組んできた。 

 

【根拠資料】 

資料 1-1 学長連絡会議議事録・資料（2019年 6月 19日開催） 

資料 1-2 学長連絡会議議事録・資料（2019年 9月 10日開催） 

資料 1-3 大学改革検討委員会議事録（2018年 11月 28日開催） 

資料 1-4 大学改革検討委員会議事録・資料（2019年 11月 14日開催） 

資料 1-5 人文科学研究科改革委員会資料（2019年 4月 22日開催） 

資料 1-6 人文科学研究科改革委員会資料（2019年 5月 10日開催） 

資料 1-7 人文科学研究科改革委員会資料（2019年 7月 25日開催） 

資料 1-8 「宮城学院中期計画（2020年度～2024年度）」 

資料 1-9 「宮城学院女子大学自己点検・評価規程」 

資料 1-10「2019年度自己点検・評価報告書」(2020年 12月 16日開催教授会資料) 

資料 1-11「宮城学院第 5次中期計画大学教学計画（2021～2025年度）」 

資料 1-12 自己点検運営委員会議事録（2021年 4月 8日開催） 

資料 1-13 自己点検運営委員会議事録（2021年 5月 13日開催） 

資料 1-14 自己点検運営委員会議事録（2021年 11月 16日開催） 

資料 1-15 自己点検運営委員会議事録（2022年 2月 1日開催） 

資料 1-16 自己点検運営委員会議事録（2022年 5月 13日開催） 

資料 1-17 自己点検運営委員会議事録（2022年 6月 7日開催） 
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2．各提言の改善状況 

（1）是正勧告 

No. 種  別 内  容 

1 基準 基準 2 内部質保証 

提言（全文） 点検・評価に関する全学的組織は設置しているも

のの，内部質保証に関する方針及び手続を明文化し

ておらず，特に点検・評価の結果に基づく改善・向

上に向けた取組みにおける各組織の権限・役割が明

確ではない。また，「宮城学院女子大学自己点検・

評価規程」では，各学部・研究科，部署等が実施し

た点検・評価の結果をもとに，「自己点検運営委員

会」が改善を必要とする事項を確認し，教授会に報

告して改善を図るとしているが，同規程の定めと異

なる体制で改善が進められている。その改善につい

ても，教育に関する問題点が多く見受けられるな

ど，各学部・研究科，部署等の点検・評価の結果を

適切に踏まえたものとは認められない。今後は，内

部質保証に関わる各組織の権限・役割を明示し，自

己点検・評価を実質化させ，その結果に基づいた改

善支援が図れる体制を整備するよう是正されたい。 

大学評価当時の状況 内部質保証の推進において，点検・評価を担う全

学的組織は「自己点検運営委員会」であると規定し

ていたが，「内部質保証に関する方針及び手続」が

定められておらず，PDCA サイクルを回すにあたっ

て，どの組織がどの部分を担い，どういうプロセス

を経て行われるのかが，明確ではなかった。 

また，「自己点検運営委員会」について見ると， 

その委員には，大学の運営組織である「学長連絡会

議」の構成員を充てていた。そして，「自己点検運

営委員会」は，定められた点検・評価項目に基づく

点検・評価の実施計画を策定し，教授会内の各部局

に点検・評価の報告を求め，各部局は，点検項目と

関連事項について毎年度点検・評価を行い，「自己

点検運営委員会」に報告，報告を受けた「自己点検

運営委員会」は，改善を必要とする事項およびその

改善方法について「教授会」に報告し，周知を図っ

て内部質保証を推進すると規定されていた。 

しかし一方で，本学では IR 担当部局として「学

長戦略室」が置かれ，各部局の計画書および報告書

の取りまとめを行うほか，「三役会議」に様々な提
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言を行っていた。即ち，内部質保証をめぐる権限・

役割分担が整理されていない状態であった。 

また，以上のように改善のプロセスが体系化され

ていなかったうえ，「自己点検運営委員会」による

点検・評価の報告や，それに基づく改善案などが定

期的に「教授会」に報告されておらず，全学的に改

善を進めることが難しく，内部質保証の推進におい

て不十分な点が見られた。 

大学評価後の改善状況 2019年度，大学評価結果に付された「提言」に対

する改善計画を検討するにあたり，内部質保証に関

して学長は「三役会議」にて検討を行った。7月の

「三役会議」にて「内部質保証の方針および手続」

の素案が示され，そこでは大学運営の実行組織が構

成する「学長連絡会議」をもって「自己点検運営委

員会」とすることについて，役割分担上の不都合を

認識した（資料 2-(1)-1-1）。これを踏まえて，新た

な内部質保証・自己点検の仕組みについて，「学長

戦略室」に検討を指示した。内部質保証は「中期計

画（2020 年度～2024 年度）」の課題として掲げら

れ，12月には「三役会議」に対して「学長戦略室」

より新たな内部質保証体制についての提案がなさ

れたが（資料 2-(1)-1-2），具体的な体制案について

はさらなる検討が必要だと判断した。 

2020年度，「三役会議」は「学長戦略室」の提案

を受けて，「自己点検運営委員会」の構成員を，大

学の運営及び改革を推進する機関としての「三役会

議」と，IR を主務とし学長の諮問を受けて改善点

や改善案を提言する機関としての「学長戦略室」と

するよう，「宮城学院女子大学自己点検・評価規程」

の改訂を行い（資料 2-(1)-1-3），さらに内部質保証

に関わる主要な会議体の権限・役割を整理した「宮

城学院女子大学 内部質保証の方針および手続」を

定めて（資料 2-(1)-1-4），2020年 7月 29日の「教

授会」において了承を得た（資料 2-(1)-1-5）。 

また，同規程に基づき，「自己点検運営委員会」

は 2019 年度における各部局の年次報告書を取りま

とめ，2020 年 12月 16日に「2019 年度自己点検・

評価報告書」を「教授会」に上程した（資料 1-10）。 

2020 年度は大学において「中期計画（2020 年度

～2024年度）」が施行されており（資料 1-8），各部
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局はこれのもとでの 2020 年度の計画書に加えて，

「2019 年度自己点検・評価報告書」を踏まえて活

動を行った。 

その間，法人の中期計画改訂に従い，大学は「大

学中期計画（2021～2025 年度）」（資料 1-11）を策

定していたが，2021 年度はその運用を開始すると

ともに，2020 年度末に各部局より提出された報告

書を「自己点検運営委員会」が取りまとめ，2021年

5 月 19 日の「教授会」に「2020 年度自己点検・評

価報告書」を上程した（資料 2-(1)-1-6）。これをも

とに 2021年度の計画が実施されたほか，「自己点検

運営委員会」の提案を受けて，「教務センター」に

おいてはカリキュラムの適正化の検討やティーチ

ング・ポートフォリオの導入，「学生生活センター」

においては奨学金情報のさらなる周知徹底，「キャ

リア支援センター」においてはキャリア教育の成果

測定方法の検討等が行われた。 

その後，学長は「大学中期計画（2021～2025 年

度）」（資料 1-11）について，より体系的で成果を可

視化できるものにするべく，「学長戦略室」に改訂

の指示を行った（資料 2-(1)-1-7）。同時に，自己点

検の内容とプロセスをより具体的なものにするべ

く，「学長戦略室」の提案に基づいて「宮城学院女

子大学自己点検・評価規程」の改訂を実施（資料 2-

(1)-1-8），さらに内部質保証のなかでも教学マネジ

メントに関しては，「三役会議」と「学長戦略室」

および「教務センター」を中心に，アセスメントプ

ランを策定，これに合わせて「宮城学院女子大学内

部質保証の方針および手続」のさらなる改訂を行い

（資料 2-(1)-1-9），すべて 2022 年 3月の「教授会」

および 2022 年 4 月の「研究科委員会」で了承を得

た（資料 2-(1)-1-10･2-(1)-1-11）。これらにおいて

は，「自己点検運営委員会」が大学部門の中期計画

や認証評価における大学基準，およびアセスメント

プラン（資料 2-(1)-1-12・2-(1)-1-13）に基づい

て，大学全体レベルでの各部局の活動を点検・評価

するとともに，「教務センター」および「研究科委

員会」が学位プログラムレベル，学科・専攻が授業

科目レベルの点検・評価を行う体制を構築し，これ

を定期的に実施することで，内部質保証に努めるこ



6 

とを定めた。 

2022年 3月には，「自己点検運営委員会」は各部

局に対して，「大学中期計画（2021～2025年度）」に

基づいた取り組みに関する 2021 年度報告書の提出

を求めた。2022年度になると，「自己点検運営委員

会」はこれらの報告書に基づいて大学中期計画の進

捗状況を点検・評価するとともに，必要に応じて各

部局に修正を求めるなどの調整を行いながら，

「2021 年度自己点検・評価年報」の作成を進めて

いる。 

《改善に向けた今後の取り組み》 

本学では今後，新たな大学中期計画およびアセス

メントプランのもと，IR 指標を積極的に活用し，

各部局が連携を取りながら，全学的に内部質保証に

取り組んでいく。なお，作成中の「2021年度自己点

検・評価年報」は 2022年 7 月に「教授会」に報告

し，その後「外部評価委員会」に提出して，点検・

評価を受ける予定となっている。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(1)-1-1 三役会議議事録(抄)（2019年 7月

29日開催） 

資料 2-(1)-1-2 学長戦略室会議議事録（2019年 12

月 3日開催） 

資料 2-(1)-1-3 本学の内部質保証体制の整備と

「自己点検・評価規程」の改定について（2020年 7

月 29日開催教授会資料） 

資料 2-(1)-1-4 「宮城学院女子大学 内部質保証

の方針および手続」（2020 年 7 月 29 日開催教授会

資料） 

資料 2-(1)-1-5 教授会議事録（2020 年 7 月 29 日

開催） 

資料 2-(1)-1-6 「2020年度自己点検・評価報告書」 

（2021年 5月 19日開催教授会資料） 

資料 2-(1)-1-7 「大学中期計画」の改訂について

（2022年 3月 9日開催教授会資料） 

資料 2-(1)-1-8 「宮城学院女子大学自己点検・評

価規程」新旧対照表（2022 年 3 月 9 日開催教授会

資料） 

資料 2-(1)-1-9 「宮城学院女子大学内部質保証の

方針および手続」の改訂と公表について（2022年 3

月 9日開催教授会資料） 
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資料 2-(1)-1-10 教授会議事録（2022 年 3 月 9 日

開催） 

資料 2-(1)-1-11 合同研究科委員会議事録（2022年

4月 11日開催） 

資料 2-(1)-1-12 「アセスメントプラン」学部版

（2022年 3月 9日開催教授会資料） 

資料 2-(1)-1-13 「アセスメントプラン」大学院版

（2022年 4月 11日開催合同研究科委員会資料） 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定 ５  ４  ３  ２  １ 
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No. 種  別 内  容 

2 基準 基準 5 学生の受け入れ 

提言（全文） 学芸学部人間文化学科及び同音楽科において，過

去 5 年間の入学定員に対する入学者数比率の平均

がそれぞれ 0.74，0.73 と低い。また，収容定員に

対する在籍学生数比率が 0.73，0.79 と低いため，

学部の定員管理を徹底するよう，是正されたい。 

大学評価当時の状況 学芸学部人間文化学科および学芸学部音楽科に

おいては，収容定員に対する在籍学生数の未充足が

続いていた。 

2016 年度の改組において定員変更（人間文化学

科：90名から 70名への変更，音楽科：35名から 25

名への変更）を行っており，多少の改善は見られた

ものの，未充足の状態から脱するには至っていなか

った。 

大学評価後の改善状況 大学評価後，学長を委員長とし，学部長等を構成

員とした「大学改革検討委員会」を 2018年 10月に

立ち上げ，「基準 5 学生の受け入れ」において「是

正勧告」を受けた人間文化学科および音楽科につい

ては，この「大学改革検討委員会」においても全学

的視点から審議した（資料 1-3）。本学における新

入試制度の構築と指定校拡充を計画・立案の作業を

行った。学芸学部の 2つの学科における定員未充足

の改善を念頭に置き，入試部ですでに計画していた

ものに加え，実務準備を進め，2019 年度以降の入

試制度等に反映させた（資料 2-(1)-2-1）。 

インターネット（Web）出願を導入（資料 2-(1)-

2-2）することで受験生に対する利便性を向上させ

ることを目的とし，受験者を増加させる施策を行う

ことで入学者の増加に繋げるために，2016 年より

入試部委員会において検討を始め，2019 年度入試

から導入した結果，後述のとおり，2019 年度入試

においては，人間文化学科および音楽科ともに入学

者数比率は 1.0を超える数字となった。 

また，音楽科の受験生を増加させることを目的と

して，2017 年に高校現場の声を反映する形で音楽

科から指定校枠拡大の要望が寄せられ，入試部委員

会において検討を重ね，吹奏楽で優れた実績を有す

る高校を指定校とする音楽科推薦入試の出願資格

等の見直しを行い，2018 年度入試より新たな特別
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指定校を新設して，音楽科を志望する受験生に対し

てこれまで以上に幅広い選択肢を提示することと

した。 

志願者数を増加させることを目的として，入学検

定料を見直すよう三役会議から指示があったこと

を受け，入試部委員会において検討した結果，2018

年 3月開催の「入試部委員会」にて入学検定料を見

直すことを決定し，2019 年度入試から，一般入試

の受験学科数に関わらず（最大 3 学科まで），入学

検定料を一律とすることで，異なる学科を併願して

受験しやすくした（資料 2-(1)-2-3）。また，大学入

試センター試験利用入試において，2学科まで同時

併願を可能とし，2学科併願した場合でも検定料は

一律とした。 

上記のとおり，「入試部委員会」は大学全体とし

ての入試制度改革を進める一方，当該学科に対し継

続して定員未充足の状態を脱するための具体的な

取り組みを検討・実施するよう依頼し，以下に挙げ

るような取り組みを実施することとなった。 

学科の個別の取り組みとしては，人間文化学科で

は，学生確保に向けて，広報活動をさらに充実させ

ることを目的として，学科 Instagramの開設，学科

パンフレットの改訂，学科ホームページの更新とウ

ェブエッセイ，トピックスの発信，学外での連続講

演会（地域開放講座）を月 1回開催，学科広報誌の

年 3,4 回発行と県内外高校への送付などの具体的

な取り組みの数々を実施した（資料 2-(1)-2-4）。 

また，学科の学びの分かりやすさ向上を図ってカリ

キュラムの変更（コース制の導入や特定トピックに

ついて少人数科目を履修しやすくしたセミナー科

目の開設）を行うとともに，総合型選抜の受験生向

けに入試課題の変更も実施した。 

音楽科については，2018 年度入試より，吹奏楽

で優れた実績を有する高校を指定校とする音楽科

推薦入試の出願資格等の見直しを行い，音楽科を志

望する受験生に対してこれまで以上に幅広い選択

肢を提示することとしていたが，さらに，2019 年

度入試より，専攻として選択できる楽器の数を増や

すことで，より多くの高校生が音楽を学べる環境を

整えた。 
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その結果，2019 年度入試における人間文化学科

の入学定員に対する入学者数比率は 1.17 となり，

入学定員を充足することとなった。音楽科における

入学定員に対する入学者数比率は 1.04 となり，入

学定員を充足する結果となった。 

その後，2020年度入試における入学者数比率は，

人間文化学科では 1.07 と入学定員を充足したもの

の，音楽科では 0.60 となり入学定員未充足の結果

となった。音楽科においては，2018 年度，2019 年

度と吹奏楽を学ぶことを目指す入学生が得られ，定

員を充足したが，新型コロナ流行により，高校吹奏

楽部の活動停止（大会中止）などが背景で定員を満

たす志願者が得られなかったと分析している。  

2021 年度入試における入学者数比率は，人間文

化学科では 0.84，音楽科では 0.72といずれも入学

定員を充足することはできなかった。 

2021 年 1 月発行の進学情報誌の掲載にあたり，

本学が使用する従前のページ数から１ページ増や

して人間文化学科を追加するなど入試広報も強化

している。 

指定校拡充の一環として，人間文化学および音楽

に共通する，キリスト教に着目し，2022 年度入試

において，新たにキリスト教主義学校を対象とした

指定校枠を新設した。同枠を利用して 2名の新入生

を迎えることができた。また，過去 5年以内に受験

実績のある高校に対して，指定校枠を付与すること

とした。 

それらの対策を講じた結果，2022 年度入試にお

いては，大学全体としては，750 名の入学定員を上

回る 774 名の入学者を確保することができたもの

の，人間文化学科および音楽科は入学定員に満たさ

ず，入試制度の改革に加え，教学内容の見直しなど

学科再編を見据えた大学改革を進める状況にある。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

収容定員に対する在籍学生比率は，2022 年度入

試結果において人間文化学科が 0.96 と評価結果時

点から改善はみられた一方，音楽科も前年度まで改

善の兆しがみられていたものの 0.76 となった。ま

た，両学科とも依然として収容定員を充足していな

い状態が継続していることから，入学者選抜に影響
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を与える外的・内的要因を常に注視しつつ，時宜に

適う入試制度改革を進めるなど，今後も改善に向け

て不断の努力を続ける必要がある。大学および学科

からの広報を強化する。特に音楽科においてはコロ

ナ禍で活動を自粛していた学科主催のコンサート

などの案内を高校へ発信することとしている。 

全学的な対応として 2023 年度入試において，新

たに総合型選抜にⅡ期を導入し，これまで以上に早

期合格者の確保に努める。 

また，これまで 1日のみの実施だった，一般選抜

Ａ日程の日程を 2日間にするとともに，青森試験場

を新設することで，新規受験者層を開拓し，さらな

る受験者の獲得を目指すこととした（資料 2-(1)-

2-5）。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(1)-2-1 宮城学院再生のために取り組むべ

き課題と担当部局（2019年 4月 17日開催学長連絡

会議資料），2019年 4月 18日付学長発文書 

資料 2-(1)-2-2 

宮城学院女子大学ホームページ（Web出願） 

https://www.mgu.ac.jp/main/entrance/web/ 

資料 2-(1)-2-3 入試部委員会議事録（2018年 3月

1日開催） 

資料 2-(1)-2-4 人間文化学科の取り組み 

資料 2-(1)-2-5 2023年度入学者選抜（案）につい

て（2021年 12月 15日開催教授会資料） 

資料 2-(1)-2-6 「大学基礎データ」表 2 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定 ５  ４  ３  ２  １ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.mgu.ac.jp/main/entrance/web/
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（2）改善課題 

No. 種  別 内  容 

1 基準 基準 4 教育課程・学習成果 

提言（全文） 人文科学研究科英語・英米文学専攻，日本語・日

本文学専攻及び人間文化学専攻の学位授与方針に，

修得すべき知識，技能，能力など当該学位にふさわ

しい学習成果を示していない。また，学部・学科の

学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針では，

全学の学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針

で示している一般教育と専門教育の関連性について

の言及に精粗があるため，改善が求められる。 

大学評価当時の状況 人文科学研究科英語・英米文学専攻の学位授与方

針（以下，「DP（ディプロマ・ポリシー）」という。）

では，「幅広い知識と豊かな教養」と「基盤となる英

語力」と「各自の専門領域と研究課題をより深く学

問的に追究すること」が学修成果として示されてい

た。日本語・日本文学専攻の DPでは，「日本語と日

本文学並びに日本語教育・日本文化学の高度な専門

性の獲得」のみが目標として掲げられていた。人間

文化学専攻の DPでは，「院生の専攻領域から課題に

迫るとともに，関連領域の成果も摂取しながら研究

課題に取り組むことができる学究環境を用意してい

ます。」とのみ記されていた。これらはいずれも修士

の学位授与方針として適切な学修成果を示していた

とは言えない。 

学部・学科の DPでは，一般教育において涵養すべ

き「幅広い教養」等を掲げている学科は一部にとど

まっており，全学の DPとの齟齬があったうえ，教育

の実態とも乖離していた。また，教育課程編成・実

施の方針（以下，「CP（カリキュラム・ポリシー）」

という。）については，各学科の CPでは専門教育に

しか触れておらず，4 年間にわたって配置されてい

る一般教育が位置づけられていなかった。 

大学評価後の改善状況 大学の DPと CPについて，入学者受入の方針（以

下，「AP（アドミッション・ポリシー）」という。）も

含めた抜本的な見直しが必要であるとの認識が

2019 年 11 月の「大学改革検討委員会」で示された

ことにより（資料 1-4），学長は「学長戦略室」にこ

れを取りまとめるよう指示した。その結果，学長は

「学長戦略室」からの提案を受け，各学部・学科，
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さらに大学院の「3つの方針」について， 2020年度

に統一的な方針のもとに大幅な見直しを行うことと

した。 

2020 年 7 月，「三役会議」の下に「教学マネジメ

ントタスクフォース（構成員は学長戦略室長，教務

部長，入試部長，IR担当特命教員，企画調査課長，

教務課長）」を組織し，全学的な改定の方針を策定し

た（資料 2-(2)-1-1）。それをふまえて，各学部・学

科に一般教育と専門教育の関連性を含め，大学とし

ての DP及び CPの検討を依頼し，整理を行った。改

定した DP及び CPは，大学ホームページで公開して

いる（資料 2-(2)-1-2）。 

改善の取り組みのプロセスは，本学が提供する一

般教育にて涵養する内容を学部・学科の DP に組み

込み，全学の DPと統一的に位置づけた。また，CPに

ついても，学部・学科の CPに一般教育にて涵養する

内容を位置づけた。このように，学部・学科の DPと

CPについて全学的な見直しを実施し，以上のように

改善が図られた。 

人文科学研究科英語・英米文学専攻，日本語・日

本文学専攻及び人間文化学専攻の DP については，

2018年 12月の大学評価結果を踏まえ，2018年度に

各専攻において検討し，修得すべき知識，技能，能

力などの学位にふさわしい学修成果を示して，2019

年 3月に改訂を行った（資料 2-(2)-1-3）。 

さらに，2020年度には，全学の統一的な方針のも

とに大学院の統一的な「3 つの方針」の大幅な見直

しを行うこととし，人文科学研究科各専攻の DP に

おいては，全学的に統一した方針に合わせて，再度，

各専攻で検討し，学位を授与するにふさわしい知識，

技能，能力などを具体的に示し，2021年度より本学

ホームページ及び大学院要覧で公開している（資料

2-(2)-1-4・2-(2)-1-5）。 

以上のように，人文科学研究科英語・英米文学専

攻，日本語・日本文学専攻及び人間文化学専攻の DP

に関し改善が図られた。 
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「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

 

資料 2-(2)-1-1 3ポリシーの見直しについて（2020

年 7月 29日開催教授会資料） 

資料 2-(2)-1-2 宮城学院女子大学ホームページ 

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

https://www.mgu.ac.jp/about/policy/diplome/ 

カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針) 

https://www.mgu.ac.jp/about/policy/curriculum/ 

資料 2-(2)-1-3 合同専攻主任委員会資料（2019年

2月 27日開催）  

資料 2-(2)-1-4 宮城学院女子大学ホームページ 人

文科学研究科各専攻 DP 

https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gse/ 

https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gsj/ 

https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gsc/ 

https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gsl/ 

資料 2-(2)-1-5「2022年度大学院要覧」 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定 ５  ４  ３  ２  １ 
 

  

https://www.mgu.ac.jp/about/policy/diplome/
https://www.mgu.ac.jp/about/policy/curriculum/
https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gse/
https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gsj/
https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gsc/
https://www.mgu.ac.jp/departments/master/gsl/
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No. 種  別 内  容 

2 基準 基準 4 教育課程・学習成果 

提言（全文） 大学院のシラバスに精粗が見られ，「教務部委員会」等に

よる確認が十分に機能しているとはいえないため，改善が

求められる。 

大学評価当時の状況 本研究科のシラバスの内，全 15 回の授業内容を詳細に

記したシラバスもあったが，特に演習科目等で簡素なシラ

バスがあった。例えば，「授業計画」欄では「受講生と相談

して決定する」等 1～2行程度の記載も見られた。また，「計

画はありません」といったものもあった。 

大学院の授業のなかには院生と相談してから進めてい

く，というタイプのものがあることから，長年，こうした

書き方が慣例となっていた。 

このように 2019 年度シラバス（2018 年度作成分）まで

「精粗」が混在していた。 

大学評価後の改善状

況 

大学評価結果での指摘を受け，2019年 7月開催の「専攻

主任委員会」と「研究科委員会」で，研究科長から「簡素」

なシラバスの事例およびシラバス改善に向けての改善計画

が提示され，問題点を確認した。授業計画等も「学部と同

様に厳密に作成すること」として大学院も学部と変わらず

に作成することを決定した。シラバス点検は次のような手

順で実施することとした。すなわち専攻主任によるチェッ

クを行い，要修正箇所を明記したシラバス原稿を各教員に

送る。修正した教員は修正が完了した旨，専攻主任に連絡

し，専攻主任はその結果を確認する。専攻主任が機械的に

加筆修正可能な箇所があれば，それを事前に専攻内で確認

しておき，専攻主任による修正も可能にする。最終的に修

正完了の旨を研究科長に伝える（資料 2-(2)-2-1・2-(2)-

2-2）。 

2019 年 12 月開催の「合同専攻主任委員会」では，シラ

バスに精粗がないように事前に作成基準や対応策を確認し

た（資料 2-(2)-2-3）。教員作成のシラバスについて専攻主

任が自身の専攻のすべてのシラバスのチェックを行った。

要改善箇所があるシラバス原稿については，当該教員に修

正の指示を行った。各教員が修正して教務課に提出した原

稿を，再度専攻主任がチェックを行って作業が完了した。

これにより「簡素」なシラバスや慣例となっていた書き方

などの精粗が改善したとともに，研究科長は専攻主任より

シラバスのチェックと修正について，口頭で報告を受け最

終的にシラバス修正が完了し改善が図られた。 
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2020 年度も前年度と同じ手順でシラバスのチェックを

行った。2021年度も引き続き同様のシラバスのチェックを

実施した。以上のように大学院人文科学研究科シラバスに

おける精粗の混在は改善が図られた（資料 2-(2)-2-4・2-

(2)-2-5・2-(2)-2-6）。 

参考までに，シラバスの内容および記載にあたっては，

「教務部委員会」が全学的な観点から教育課程の編成趣旨

が反映される具体的なシラバスモデルを提示し，大学全体

で統一した基準・書式のもと，授業の目的・到達目標・学

修成果の指標・授業内容および方法・授業計画・授業準備

のための指示・成績評価方法および基準などについて適切

に明示している。 

シラバスモデルは充実した内容となるよう，「教務部委員

会」において毎年見直しを行っている（資料 2-(2)-2-7）。 

「大学評価後の改善

状況」の根拠資料 

資料 2-(2)-2-1 2019 年度第 4 回人文科学研究科専攻主任

委員会資料（2019年 7月 25日開催） 

資料 2-(2)-2-2 2019 年度第 4 回人文科学研究科委員会資

料（2019年 7月 31日開催） 

資料 2-(2)-2-3 2019 年度第 6 回合同専攻主任委員会資料

（2019年 12月 3日開催） 

資料 2-(2)-2-4 「2020 年度大学院人文科学研究科シラバ

ス」 

資料 2-(2)-2-5 「2021 年度大学院人文科学研究科シラバ

ス」 

資料 2-(2)-2-6 「2022年度シラバス」 

https://unipa.mgu.ac.jp/up/faces/up/co/Com02401A.jsp 

資料 2-(2)-2-7 2021年度（第 3回）教務センター会議（第

11 回）教務部委員会議事録・資料（2021 年 11 月 16 日開

催） 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評

定 

 ５  ４  ３  ２  １ 

 

  

https://unipa.mgu.ac.jp/up/faces/up/co/Com02401A.jsp
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No. 種  別 内  容 

3 基準 基準 4 教育課程・学習成果 

提言（全文） 単位の実質化を図る措置として，１年間に履修登録でき

る単位数の上限設定が行われているものの，免許や資格関

係の科目等についてはその上限を超えて履修登録すること

を認めており，相当数の学生が上限を超えていることから，

実質上，制度が機能しているとはいえない。加えて，シラ

バスにおける授業の予習・復習等の指定を行っているが，

単位の実質化を図る措置としては十分ではない。これらの

ことから，単位制度の趣旨に照らして改善が求められる。 

大学評価当時の状況 １年間に履修登録できる単位数の上限設定を各学年とも

48単位としていたが，学生の学修計画を現実的に実現する

ために，免許や資格関係の科目等卒業単位とならない資格

関連科目を登録上限の 48 単位から除外し，上限を超えて

登録することを認めていた。キャップ制の見直しと運用の

ルールを再検討する必要があった。 

シラバスには各授業の予習・復習等の項目を設け，授業

毎にどのような予習・復習を行うか等の内容を記述してい

たが，そのために必要な学修時間について記述が十分では

ない授業があった。シラバス作成要綱で各教員により具体

的な時間を含めた記述を求める取組が必要であった。 

大学評価後の改善状

況 

2019 年 6 月 25 日開催の「教務部委員会」において，指

摘事項については確認し（資料 2-(2)-3-1），各学科に対し

て対応を指示しており，7月に中間報告を受けた（資料 2-

(2)-3-2）。 

その後，全学的に調整し，2020～2021年度で，単位の実

質化を可能にする措置を確立させた。 

大学学部については，「教務センター会議」において，キ

ャップ制についての見直しを行い，2020年度からの運用の

ルールを定め，改善意見に沿う形で実施している（資料 2-

(2)-3-3）。 

2019年度にキャップ制運用ルールを改定し，いままで除

外科目としていた資格関連科目のうち卒業単位に含む科目

をキャップ制の対象とする改善を行った。ただし，連続講

義や時間割に組み込まれない科目など，一部は除外科目と

している。その結果，1年間に 50単位以上履修登録をして

いる学生の割合が最も高かった生活科学部食品栄養学科 2

年生では，2019年度 100％から 2020年度 99.0％，2021年

度 11.3％へと減少した。その他の学部・学科においても同

様に減少し，全学的な改善が図られた（資料 2-(2)-3-7）。 
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また，成績優秀者はキャップ制除外の基本原則を設け，

各学科・専攻の履修上の特徴に合わせて運用する仕組みを

構築した（資料 2-(2)-3-3）。 

そのほか，予習・復習に当てる時間における課題設定を

行う仕組みを導入した。これは，新型コロナ対策としての

遠隔授業運用とも連動しており，具体的には学習支援シス

テム（ユニバーサルパスポート）や Microsoft Teamsを利

用した履修者への事前課題や資料配信を実施している。こ

れに併せて次期 LMS（Learning Management System，学習

管理システム）の検討も開始している（資料 2-(2)-3-4）。 

単位の実質化を図る措置として，2022 年度シラバスよ

り，準備学修の内容や目安となる学習時間等について，講

義・演習科目の単位数と授業回数に応じて，１週間に必要

な準備学修（予習・復習等）の時間を記述している（資料

2-(2)-3-5）。 

準備学習にあてた時間を調べたアンケート結果では，

2019 年度は全体で週 5 時間以上と回答した学生が 10％未

満であったが，2021年度には，週 5時間以上と回答した学

生が 27％まで向上している（資料 2-(2)-3-6）。 

キャップ制，学習支援やシラバスへの記載方法などの見

直しを行い（資料 2-(2)-3-7），単位の実質化について，以

上のように改善が図られた（資料 2-(2)-3-8）。 

「大学評価後の改善

状況」の根拠資料 

資料 2-(2)-3-1 2019年度第 4回教務部委員会議事録（2019

年 6月 25日開催） 

資料 2-(2)-3-2  2019年度第 1回教務センター会議・第 6

回教務部委員会議事録（2019年 7月 23日開催） 

資料 2-(2)-3-3 2019年度第 6回教務センター会議・第 21

回教務部委員会議事録（2020年 3月 18日開催），「2020年

度からのキャップ制運用（案）」（2020 年 3 月 18 日開催教

務部委員会資料） 

資料 2-(2)-3-4 「LMS後継システム検討報告書」（2022年

2月）LMS後継システム検討タスクフォース資料 

https://unipa.mgu.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp 

資料 2-(2)-3-6 宮城学院女子大学ホームページ IR情報 

「2019 年度学習実態調査」，「2021 年度学生生活アンケー

ト」 https://www.mgu.ac.jp/about/disclosure/ 

資料 2-(2)-3-7 「2022年度シラバス作成要領」 

資料 2-(2)-3-8 学生の履修登録状況（過去 3年分） 

資料 2-(2)-2-6 「2022年度シラバス」 

https://unipa.mgu.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp 

https://unipa.mgu.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp
https://www.mgu.ac.jp/about/disclosure/
https://unipa.mgu.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp
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＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評

定 

５  ４  ３  ２  １ 
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No. 種  別 内  容 

4 基準 基準 4 教育課程・学習成果 

提言（全文） 一部の学部・研究科において学習成果を把握する

ために，ＴＯＥＩＣ🄬の成績，アセスメント・テス

トの実施，学位論文の審査等を行っているものの，

学位授与方針に明示した学習成果の把握・評価につ

いては検討の段階にあり，十分に行われていないた

め改善が求められる。 

大学評価当時の状況 学修成果を測る授業アンケートを実施していた

が，成果を測るための手法が，学位授与方針の異な

る学部・学科間でも共通の視点から分析を行う等，

一定の方向からの分析にとどまっており，各学部・

学科の特性に鑑みた修得すべき能力・態度等との関

連性からは十分なものとは言えず，学部・学科の性

質を考慮した評価に取り組んでいなかった。 

大学院においても，学位授与方針に明示した学修

成果の把握・評価については検討の段階であった。 

大学評価後の改善状況 本学における学修成果の把握については，学長の

諮問を受けた「学長戦略室」が 2018 年度より検討

を開始しており，外部アセスメント・テストの導入

を提案し，2019 年 4 月の「三役会議」で導入を決

定した（資料 2-(2)-4-1）。2019 年度はアセスメン

ト・テスト「PROG」を導入し，「学長戦略室」を通

じて，毎年度学部全学科の 1年生と 3年生に実施す

ることとし，2019 年前期中には全学部 1 年生と 3

年生にテストを実施した。PROG テスト結果の分析

報告会は学部長，学科長・専攻主任を対象として

2019年 10月 2日に開催し，本学学生の状況を確認

した（資料 2-(2)-4-2）。 

「教務センター」は「学長戦略室」から PROG テ

ストの実施を引き継ぎ，2020 年度前後期および，

2021 年度前後期に 1 年生・3 年生に，アセスメン

ト・テストを実施した。アセスメント・テストの結

果は学生へ紙媒体で配布するだけでなく，テスト結

果から，どの程度 DP についての力が身についてい

るか等について，その見方や傾向のとらえ方につい

て学生向け解説会を実施した。 

その間，「三役会議」においては，PROGテストで

確認し得る個々の学生の能力・特性はいわゆるジェ

ネリックスキルを中心としており，各学科・専攻が
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掲げる DP への到達度を直接測定することができな

い，との見解に至り，PROGテストを実施しつつも，

より適切な指標としてルーブリックの導入につい

て，具体化に向けての検討を「教務センター」に指

示し，「教務センター」は同センター内に置く小委

員会「FD推進委員会」にて 2020 年度より検討を開

始した（資料 2-(2)-4-3）。 

その後，「教務センター」においてルーブリック

の導入は進まなかったが，2021 年度には，2022 年

度入学生から適用される新たな 3 ポリシーに対応

するカリキュラムマップ・カリキュラムツリーの作

成を行った（資料 2-(2)-4-4）。 

これを受けて，「学長戦略室」は，2022年度以降，

新たなポリシーが適用される 2022 年度入学生にお

いては，カリキュラムマップ・カリキュラムツリー

をふまえて新たに作成するルーブリックを適用し，

改訂前の 3 ポリシーが適用される 2021年度以前の

入学生においては PROG に代えて学修到達度を測定

するアンケートを実施することを 2021 年 12 月に

「三役会議」に提案し，その後「教務センター」の

合意を得たうえで，2022 年 3 月の「教授会」に報

告した（資料 2-(1)-1-10・2-(2)-4-5）。 

「教務センター」では，2022 年度入学生に実施

するルーブリックを作成するために，2022 年 6 月

の FD研修会において，「ルーブリック作成ワークシ

ョップ（1）」を実施した。ワークショップでは，DP

から評価すべき能力としての課題を設定し，5段階

の評価基準により学修到達度を測定するルーブリ

ックの素案を作成した（資料 2-(2)-4-6）。   

これを各学科で更にブラッシュアップし，ルーブ

リックを完成させるための FD 研修会「ルーブリッ

ク作成ワークショップ（2）」を 7 月に実施する予定

である。 

人文科学研究科においては，修士論文の評価は，

従来より「大学院要覧」記載の審査基準によって，

主査，副査立ち会いのもと口頭試問による最終試験

を行い厳正に行っている。これに加えて，学位授与

方針に明示した学修成果の把握・評価の充実を図る

ために，2022 年 5 月開催の専攻主任委員会におい

て，次のことに優先的に取り組む方針を確認した
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（資料 2-(2)-4-7）。 

①例年 10 月に研究科全専攻合同で開催する人文学

会研究発表大会において，1年生，また長期履修等

で修了年次に至らない 2年次以降の院生は，修論研

究計画の報告を行う。 

②例年 10 月に開催する人文学会において，修了年

次生は修論中間報告を行う。 

③1 月下旬～2 月上旬頃，各専攻において修士論文

成果報告会を開催，修論発表を行う。 

上記のうち①，②は既に実施している（①は 2021

年度より実施（資料 2-(2)-4-8））。 

上記，①②③の報告及び発表はディスカッション

を含め公開で行われ，各院生の学位授与方針に明示

した学修成果達成度を，研究科教員が専攻を越えて

把握する機会となる。 

健康栄養学研究科においては，すでに修士論文の

評価として「大学院要覧」記載の審査方法および審

査基準に従って総合的に適正かつ厳密に実施され

ている（資料 2-(2)-1-5）。修士論文の評価は，主査

及び副査教員による審査の後，口頭による最終試験

が行われ，結果は修士論文審査基準（5項目）に基

づき 100 点満点で数値化され，「研究科委員会」に

報告・審議される。その他の講義，演習等は，シラ

バスに評価方法・評価基準が明示されており，筆記

試験や課題に対するレポート提出あるいは口頭発

表などによって達成度を判定している。 

さらに，修士論文完成までには中間報告会を全教

員が参加して実施し，専門分野を超えて，教員と院

生がディスカッションする場を設けているととも

に，1 年生も参加させ，2 年生をロールモデルとし

て，自身の修士論文を考える場としている（資料 2-

(2)-4-9）。 

また，健康栄養学研究科の DP における養護教諭

および栄養教諭の専修免許状授与の所要資格要件

の修得状況の把握と評価については，学部と同様に

成績を評価し，個々の学生の所定単位数の修得状況

によって評価している。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

学部においては，引き続き，学修成果の把握につ

いて，学修到達度測定のためのアンケートやルーブ
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リックの構築および導入を進めていく。ルーブリッ

クを導入することにより，学位授与方針である DP

各項目の学習到達度を可視化し，各学年末に学生の

自己省察及び担任教員との協働的省察を通して，学

習状況の現状と次年度の学習課題を把握させるこ

とを考えている。 

人文科学研究科においては，引き続き，学修成果

の把握について，学習到達度測定のためのアンケー

ト導入などの改善を行っていく。 

健康栄養学研究科においては，引き続き，学修成

果の把握について，研究のさらなる質の向上に向け

て，学修到達度測定のためのアンケートの導入を進

め，随時，見直しと改善を行う。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-4-1 三役会議議事録(抄)（2019年 4月

22日開催） 

資料 2-(2)-4-2 PROG テスト結果分析報告会資料

（2019年 10月 2日開催） 

資料 2-(2)-4-3 「2021年度外部評価委員会報告書」  

資料 2-(2)-4-4 カリキュラムマップ，カリキュラ

ムツリー 

資料 2-(2)-4-5 本学における「学修成果の把握」

体制の再構築について（2022 年 3 月 9 日開催教授

会資料） 

資料 2-(2)-4-6 2022年 6月 15日開催 FD研修会資

料，2022 年度第 1 回教務センター会議・第 2 回教

務部委員会議事録（2022年 6月 14日開催） 

資料 2-(2)-4-7 専攻主任委員会議事録（2022 年 5

月 16日開催） 

資料 2-(2)-4-8 2021年度人文学会研究発表大会・

FD研修会ポスター   

資料 2-(2)-4-9 2021年度健康栄養学研究科修士論

文中間報告会報告 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定 ５  ４  ３  ２  １ 
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No. 種  別 内  容 

5 基準 基準 5 学生の受け入れ 

提言（全文） 収容定員に対する在籍学生数比率について，人文

科学研究科修士課程で 0.34 と低いため，大学院の

定員管理を徹底するよう，改善が求められる。 

大学評価当時の状況 大学院の収容定員に対する在学生比率（過去 5ヶ

年度の平均値）は，人文科学研究科英語・英米文学

専攻で 0.13，日本語・日本文学専攻で 0.48，人間

文化学専攻 0.73，生活文化デザイン学専攻 0.05と

なっていた。人文科学研究科は学生確保に苦慮して

おり，特に英語・英米文学専攻と生活文化デザイン

学専攻は定員未充足の状態が常態化していた。 

以上のことから，人文科学研究科の入学定員・収

容定員は適切に設定されているとは言いがたく，抜

本的な対応が必要であった。 

大学評価後の改善状況 2019年 4月に「人文科学研究科改革委員会」を

設置して，諸改革を進めた（資料 2-(2)-2-1）。

2019年度は全学部学生への配布物による説明，各

専攻の説明を強化したホームページのリニューア

ル等の広報の強化，キャリア支援課への協力要

請，教職志望学生への勧誘，学生の進路動向のチ

ェックを実施することとした。また，入学生数の

動向も見ながら，次年度以降にわたり，社会人入

学制度，カリキュラム改定，入学定員の見直しな

どの複数の課題を検討していくこととした。 

この結果，2020年度入試では英語・英米文学専

攻 1名，日本語・日本文学専攻 3 名の志願者が得

られたが合格者，入学者は日本語・日本文学専攻

1名であり，進学適性のある学部学生へのアプロ

ーチが課題として浮上した。次年度以降，学部学

生との対面相談の機会を設けることとした。 

2020年度は学部学生への配布物による，就学支

援制度を含めた広報，学内進学相談会，ホームペ

ージの内容具体化によるリニューアル，キャリア

支援課と教職センターによる学生への進学指導依

頼等を行った。 

2021年度入試では人間文化学専攻 2名，英語・

英米文学，日本語・日本文学，生活文化デザイン

学専攻各 1名の志願者が得られ，志願者は微増傾

向にある。合格者，入学者は英語・英米文学，人
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間文化学，生活文化デザイン学専攻各 1名であっ

た。 

2021年度には，学部学生への配布物（Web配

信）による就学支援制度を含めた広報，学内進学

相談会（オンライン）のほか，進学オンライン相

談，メール相談を開始，大学サイトから随時申し

込みが可能となるよう広報の充実を図った（資料

2-(2)-5-1）。また，退職により未配置となってい

た生活文化デザイン学専攻の流通経済分野担当教

員を 2022年度は補充配置し，より幅広い志願者を

得ることを図ることとした。しかしながら，2022

年 5月 1日現在の収容定員に対する在籍学生数比

率は人文科学研究科修士課程で 0.22 にとどまって

おり，改善には至っていない。 

≪改善に向けた今後の取り組み≫ 

内部進学志願者の増加にさらに力をいれると同

時に，幅広い層の社会人進学志望者を受け入れら

れるよう，社会人対象の選考方法と出願資格の策

定を進めており，2023年度入試から導入する（資

料 2-(2)-5-2）。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-5-1  

・オンライン大学院進学説明会案内 

・【大学院】オンライン相談・メール相談申込フォ

ーム https://news.mgu.ac.jp/graduate/form 

資料 2-(2)-5-2 合同研究科委員会議事録（2022年

5月 18日開催） 

資料 2-(1)-2-6「大学基礎データ」表 2 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定 ５  ４  ３  ２  １ 
 

  

https://news.mgu.ac.jp/graduate/form
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No. 種  別 内  容 

6 基準 基準 6 教員・教員組織 

提言（全文） 大学院として，固有のＦＤが行われていないた

め，適切にこれを実施するよう，改善が求められる。 

大学評価当時の状況 本学の FD活動は，教務センター担当の教員 4 名

と職員 1名から構成される FD推進委員会のもと， 

FD/SD研修会として開催していた。 

本学では，大学院の教員はすべて大学で授業を担

当しているため，大学の FD／SD 研修会を大学院に

も適用できるものと見なし，健康栄養学研究科にお

いては実施していたものの，人文科学研究科におい

ては大学院固有の FDを行っていなかった。 

大学評価後の改善状況 2019年度には大学院人文科学研究科固有の FDの

計画について，2019 年 7 月開催の「人文科学研究

科専攻主任委員会」（および「人文科学研究科改革

委員会」）において，研究科の教員（研究科長・専

攻主任など）あるいは院生と合同で，研究・教育事

例についてテーマを取り上げて実施すること，外部

の研究者による講義，あるいは研究科教員による報

告など，また健康栄養学研究科との合同開催などの

可能性を検討した（資料 2-(2)-2-1）。 

年度内には研究科長と研究科 4 専攻の専攻主任

により「宮城学院女子大学における大学院に進学す

る学生の特徴と学部教育との関係」をテーマに研修

会を実施，日本語・日本文学専攻主任より報告があ

った（資料 2-(2)-6-1）。 

2020年度，2021年度には「人文学会研究発表会」

と併せた FD 研修会を実施した（資料 2-(2)-6-2・

3）。 

人文科学研究科固有の FD 実施について，以上よ

うに改善が図られた。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-6-1 2019年度大学院人文科学研究科 FD

研修会報告書 

資料 2-(2)-6-2 2020年度大学院人文科学研究科 FD

研修会議事録 

資料 2-(2)-6-3 2021年度大学院人文科学研究科 FD

研修会議事録 

資料 2-(2)-6-4 健康栄養学研究科の「FD/SD 研修

会」実施状況（2016-2018年度） 

資料 2-(2)-6-5 2019年度健康栄養学研究科第 1回
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FD研修会報告 

資料 2-(2)-6-6 2019年度健康栄養学研究科第 2回

FD研修会報告 

資料 2-(2)-6-7 2020年度健康栄養学研究科第 1回

FD研修会報告 

資料 2-(2)-6-8 2020 年度健康栄養学研究科 TA 研

修会報告 

資料 2-(2)-6-9 2021年度健康栄養学研究科第 1回

FD研修会報告 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定 １ ２ ３ ４ ５ 

 

No. 種  別 内  容 

7 基準 基準 8 教育研究等環境 

提言（全文） 大学院学生に対して，研究倫理観の涵養を図る組

織的な取組みが十分ではないため，改善が求められ

る。 

大学評価当時の状況 本学では，教育および研究に関する教員の倫理規

範として，2008 年 4 月に「宮城学院女子大学倫理

憲章」および「宮城学院女子大学教員の行動規範」

を制定し，それを実現すべく「宮城学院女子大学研

究倫理ガイドライン」を定めたが，その対象は教員

にとどまっていた。 

大学評価後の改善状況 1. 人文科学研究科 

2019年度には，「人文科学研究科改革委員会」お

よび「専攻主任委員会」において，従来，専攻ごと

に個別に開催されている研究倫理教育を，人文科学

研究科の研究倫理学習プログラムとして，日時を設

定して実施することを検討した（資料 2-(2)-2-2）。

2020 年度の実施に向け，新年度ガイダンス直後お

よび昼休み時間帯などを利用し，人文科学研究科在

籍学生全員に向けた研究倫理の学習プログラムを

実施することとした。 

2020 年度には，前年度の計画に基づき，人文科

学研究科の学生全員を対象とした研究倫理研修会

を開催した。研究科内教員が講師を務めた（資料 2-

(2)-7-1）。 

 2021 年度は前年度実施した研究科独自の研究倫

理学習プログラムを継続するとともに，さらなる充
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実を図る方針を確認した。7月に大学不正防止委員

会主催研究倫理研修会に大学院生全員が参加した

（資料 2-(2)-7-2）。前年度同様の人文科学研究科

全学生を対象とした研究倫理研修会を 2022 年 2月

に開催し，研究科内教員が講師を務めた（資料 2-

(2)-7-3）。これらの取り組みを今後も継続すること

とした。 

人文科学研究科学生に対する研究倫理教育につ

いて，以上のように改善が図られた。 

2. 健康栄養学研究科 

2019 年度は，前回の認証評価時の指摘を受け，

これまで指導教員および副指導教員が適宜実施し

ていた研究倫理に関する指導について，見直しする

ことを教員間で情報共有し，オムニバス形式の 1年

前期必修「健康科学基礎講義」において，研究科長

担当授業時に 1コマを使って，本学の「宮城学院女

子大学倫理憲章」，「宮城学院女子大学教員の行動規

範」および「宮城学院女子大学研究倫理ガイドライ

ン」に基づいた教材を作成・活用して研究倫理教育

を実施した（資料 2-(2)-7-4）。 

2020 年度は， オムニバス形式の 1 年前期必修

「健康科学基礎講義」において，研究科長担当授業

時に 1コマを使って，研究倫理教育を実施した。さ

らに，日本学術振興会の研究倫理 eラーニングの大

学院生向けのコースを受講させ，修了証の提出を義

務化した（資料 2-(2)-7-5・2-(2)-7-6）。 

2021 年度も，オムニバス形式の 1 年前期必修科

目「健康科学基礎講義」において，研究科長担当授

業時に 1 コマを使って研究倫理教育を実施すると

ともに，研究倫理 eラーニングの受講と修了証の提

出を実施した（資料 2-(2)-7-7）。 

2022 年度においても，オムニバス形式の 1 年前

期必修科目「健康科学基礎講義」で研究科長担当授

業時に 1コマを使った研究倫理教育の実施と，研究

倫理 e ラーニングの受講と修了証の提出を実施し

た。 

以上のように，健康栄養学研究科の学生に対する

研究倫理教育について，継続して改善が図られた。 

さらに，2022 年 6 月開催の「合同専攻主任委員

会」および 7月開催の「合同研究科委員会」におい
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て，今後も大学院学生に対し，研究倫理観の涵養を

図る組織的な取組みを行うことを機関決定した（資

料 2-(2)-7-8・2-(2)-7-9） 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-7-1 2020 年度研究倫理研修会資料

（2020年 12月 14日開催） 

資料 2-(2)-7-2 大学不正防止委員会主催研究倫理

研修会資料（2021年 7月 7日開催） 

資料 2-(2)-7-3 2021 年度研究倫理研修会資料

（2022年 2月 7日開催） 

資料 2-(2)-7-4 「健康科学基礎講義」シラバスお

よび授業計画 

資料 2-(2)-7-5 研究倫理教育スライド 

資料 2-(2)-7-6 研究倫理 e ラーニング修了証書

（2020年度） 

資料 2-(2)-7-7 研究倫理 e ラーニング修了証書

（2021年度） 

資料 2-(2)-7-8 合同専攻主任委員会議事録（2022

年 6月 28日開催） 

資料 2-(2)-7-9 合同研究科委員会議事録（2022年

7月 6日開催） 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定  １ ２ ３ ４ ５ 
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No. 種  別 内  容 

8 基準 基準 10 大学運営・財務（1）大学運営 

提言（全文） 大学運営における学部長等の主要な役職と，「三

役会議」「学長連絡会議」「学長戦略室」及び「教授

会」等の主要な会議体について，その位置付け・役

割・権限において規程と実態との間に齟齬が見られ

るなど，意思決定プロセスが必ずしも明確ではな

い。大学運営に関する方針を明確に定めたうえで，

大学運営組織に関わる関係規程を整備し，組織運営

の適切性・透明性を示すとともに，各機関が責任を

もってその役割を果たしていくよう，改善が求めら

れる。 

大学評価当時の状況 本学は 2016 年度に改組を行い，1 学部から 4 学

部へと教学組織を改編した。これに伴い，学長が学

部長を兼務するかつての体制を改め，各学部に学部

長を置くことになり，学部の長としてその役割を担

っていたが，学則の条文に学部長の役職にかかる役

割等を明文化する改定を行っていなかった。 

大学運営の検証体制について，「宮城学院女子大

学自己点検・評価規程」では，学長連絡会議構成員

をもって構成する「自己点検運営委員会」が，各機

関に点検・評価の報告を求め，それに基づいて改善

項目や改善方法をまとめ，定期的に「教授会」に報

告するとある。一方，実態としては，「学長戦略室」

が「三役会議」の諮問を受けて，大学運営に係る諸

課題の進捗状況の点検を定期的に行い，必要な場合

には，「三役会議」に対して必要な措置を講じるよ

う要請し，「三役会議」はそれを受けて，担当部署

や担当者に適切に対応するよう指示していた。そし

て，大学の課題の取り組み状況について，「学長戦

略室」から「自己点検運営委員会」に報告され，大

学の運営を担う役職者間で共有されていた。これら

の体制は，「宮城学院女子大学自己点検・評価規程」

に定めるものと異なっていたうえ，「三役会議」「学

長連絡会議」「学長戦略室」「自己点検運営委員会」

等の会議体の役割や意思決定プロセスが不明確で

あった。 

また，大学は各規程に基づいて運営されていたも

のの，大学運営に関する方針として包括的・統一的

に明文化されたものはなかった。 
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大学評価後の改善状況 2018 年度の大学評価結果において，学部長の役

割が明確でない点について指摘があり，学長は「三

役会議」において対応方針を検討し，「学長戦略室」

に組織体制の再確認と規程の整備を速やかに実施

するよう指示した。「学長戦略室」においては，組

織体制の実態を検証し，2019 年度より実施できる

よう役職における役割を学則に明記するための規

程改定に着手し，「宮城学院女子大学学則」第 35条

第 3項において「学部長は，学長を補佐し，学部に

関する校務をつかさどる」と，また同第 4項におい

て「学科長は，学部長を補佐し，学科に関する校務

をつかさどる」と規定し，学部長の役割を明確化し

た（資料 2-(2)-8-1）。「三役会議」の了承を得て，

2019 年 4 月 1 日改正施行を目指したが，学内手続

きに時間を要したため，2019年 7月 24日「学長連

絡会議」，2019 年 7 月 31 日「教授会」の議を経て

（資料 2-(2)-8-2），定期理事会において規程の改

正が承認された。なお，改正した学則の施行日は

2019年 4月 1日とした。 

その他の大学運営の体制について，学長は「三役

会議」において対応方針を検討し，意思決定プロセ

スの問題の根幹を内部質保証体制の整備にあると

認識し，より具体的な検討を開始した。2019 年度 

7月の「三役会議」にて「内部質保証の方針および

手続」の素案が示され，これを踏まえて，新たな内

部質保証・自己点検の仕組みについて，「学長戦略

室」に検討を指示した（資料 2-(1)-1-1）。 

「三役会議」は「学長戦略室」の提案を受けて，

2020年 7月 29日に「宮城学院女子大学自己点検・

評価規程」を改正することにより，関連する会議体

の役割や意思決定プロセスを明確化した。即ち，大

学の運営及び改革を推進するため，学長を補佐する

機関としての「三役会議」，学長の命を受けて大学

を円滑に運営する機関としての「学長連絡会議」，

その活動の報告を取りまとめ点検・評価する機関と

しての「自己点検運営委員会」，点検結果や学長の

諮問を受けて改善点や改善案を審議し，提言する機

関としての「学長戦略室」，という体制である（資

料 1-9）。 

大学運営の方針については，諸規程に基づいて運



32 

営されている大学の様々な活動につき，これを包括

した統一的な方針を明文化することを，2021 年 9

月に「学長戦略室」が学長に提言した。学長は，学

長のリーダーシップとガバナンスの強化，そのため

の補佐体制および教職協働体制の強化，不断の自己

改革，法人との関係強化等を骨子とする「大学運営

の方針」を作成した。「学長戦略室」はこれを受け

て，他の諸方針とともに 2021年 10月 27 日の「教

授会」に報告し（資料 2-(2)-8-3），これを確認した

のち，公表した（資料 2-(2)-8-4）。 

大学運営について，以上のように改善が図られ

た。 

「大学評価後の改善状況」の

根拠資料 

資料 2-(2)-8-1 「宮城学院女子大学学則」 

資料 2-(2)-8-2 教授会議事録・資料（2019年 7月

31日開催） 

資料 2-(2)-8-3 大学における各種方針について

（2021年 10月 27日開催教授会資料），教授会議事

録（2021年 10月 27日開催） 

資料 2-(2)-8-4 宮城学院女子大学ホームページ 

「各種方針について」 

https://www.mgu.ac.jp/about/policy/etc/ 

＜大学基準協会使用欄＞ 

検討所見  

改善状況に対する評定  １ ２ ３ ４ ５ 
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